
 

第１号様式（第４条関係） 

  年   月   日 

 （あて先）大府市長 

住 所  

（申請者） 氏 名 

電話番号  

 

大府市コミュニケーション支援者養成補助金交付申請書 

 

 大府市コミュニケーション支援者養成補助金の交付を受けたいので、大府市コミュニケーション支

援者養成補助金交付要綱第４条の規定に基づき、次のとおり提出します。 

 

 

 交付申請額                円  

 

交付申請額 内訳 

講習会名  

期間・回数  年   月   日 ～    年   月   日 全    回 

公共交通 

機関経路  

－           －            － 

 

講習会会場（              ）

※会場までの最短経路を記入すること。 

交通費 往復            円 

       ※専ら交付対象講習会に出席するための交通費であることに相違ありません。 

 

添付書類 
１ 補助対象講習会の申込みを行った書類の写し 
２ 補助対象講習会の開催要綱等その他内容の確認できる資料 
３ その他市長が特に必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 



 

第２号様式（第５条関係） 

      年  月  日 

    

          様 

 

大府市長            印 

 

 

大府市コミュニケーション支援者養成補助金交付（不交付）決定通知書 

 

 大府市コミュニケーション支援者養成補助金の交付申請について、次のとおり決定しましたので通

知します。 

 

交付の可否 可 ・ 不 可  

交付申請額合計 円 

交付決定額合計 円 

不可の場合の理由  

 
 
 
 
 
 
 

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、大府市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この処分に対する取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（大府市長に対

して審査請求をした場合には、その裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月

以内に、大府市を被告として提起することができます（この訴訟において大府市を代表する者

は、大府市長となります。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３号様式（第６条関係） 

  年   月   日 

 （あて先）大府市長 

住 所  

（申請者） 氏 名 

電話番号  

 

大府市コミュニケーション支援者養成補助金変更交付申請書 

 

 大府市コミュニケーション支援者養成補助金交付要綱第６条の規定に基づき、補助事業の内容を下

記のとおり変更したいので提出します。 

 

記 

 

当初交付申請（決定）額 内訳 

講習会名  

公共交通 

機関経路  

－           －            － 

 

講習会会場（             ） ※会場までの最短経路を記入すること。 

交通費 往復            円 

交付申請額  

       ※専ら交付対象講習会に出席するための交通費であることに相違ありません。 

 

変更後交付申請額 内訳 

講習会名  

公共交通 

機関経路  

－           －            － 

 

講習会会場（             ） ※会場までの最短経路を記入すること。 

交通費 往復            円 

変更交付申

請額 
 

       ※専ら交付対象講習会に出席するための交通費であることに相違ありません。 

添付書類 
１ 補助対象講習会の申込みを行った書類の写し 
２ 補助対象講習会の開催要綱等その他内容の確認できる資料 
３ その他市長が特に必要と認める書類 

 

 



 

第４号様式（第７条関係） 

      年  月  日 

    

          様 

 

大府市長            印 

 

 

大府市コミュニケーション支援者養成補助金変更交付決定通知書 

 

 大府市コミュニケーション支援者養成補助金の交付について、次のとおり決定しましたので通知し

ます。 

 

変更交付の可否 可 ・ 不 可 

変更前交付申請 

（決定）額 

円 

変更後交付決定額 円 

不可の場合の理由  

 
 
 
 
 
 
 

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、大府市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この処分に対する取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（大府市長に対

して審査請求をした場合には、その裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月

以内に、大府市を被告として提起することができます（この訴訟において大府市を代表する者

は、大府市長となります。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第５号様式（第８条関係） 

  年  月  日 

 

（あて先）大府市長 

住 所  

（申請者） 氏 名 

電話番号  

 

 

大府市コミュニケーション支援者養成補助金実績報告書兼請求書 

 

  年  月  日付け     第   号  により補助金の交付の決定の通知があっ

た大府市コミュニケーション支援者養成補助金について、大府市コミュニケーション支援者養成補助

金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり報告し、交付を請求します。 

記 

講習会名  

出席回数 全             回 

公共交通 

機関経路  

－           －            － 

 

講習会会場（              ）※会場までの最短経路を記入すること。 

交通費 往復            円 

請求額 円 

 

添付書類 

１ 補助対象講習会の修了証の写し（修了できなかったことについて市長がや
むを得ないと認める場合及び当該講習会が２年度に渡る場合における初年
度の申請を除く。） 

２ 補助対象講習会の出席状況が確認できるもの（出席簿の写し等） 
３ その他市長が特に必要と認める書類 

 

振 

込 

口 

座 

金 融 機 関 
         銀行 信用組合 

         信用金庫 農協 

          支店 

          出張所 

預 金 種 別  普通 ・ 当座   口座番号 

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

※ 振り込みミスを防止するため、通帳の写し（表表紙及び１ページ目）を提出してください。 


